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一般会計　　　　歳出▲▲▲▲

一般会計　　　　歳入▲▲▲▲

歳出 歳入

公債費
　5.3億円

職員費
４.3億円

農林水産業費
    2.5億円 民生費

3.8億円

土木費
2.1億円

商工費
2.3億円

教育費1.8億円

衛生費
1.4億円

消防費
0.9億円

議会費
0.4億円

予備費0.1億円

地方交付税
13.3億円 町債 1.9億円

基金等繰入金
4.3億円

道支出金
1.8億円

地方消費税交付金等0.5億円その他1.0億円
使用料及び手数料0.7億円
国庫支出金0.9億円

町税
2.4億円

平成 30 年度

当初
予算

当初 の 概要

広報ちっぷべつ

平成３０年４月

特別会計　　　　予算▲▲▲▲

特別会計 予算額 増減

 国民健康保険事業特別会計  　 3億9,761万円   1.1％減

 後期高齢者医療特別会計 　     4,796万円  14.1％増

 介護保険特別会計  　 3億  583万円   5.9％減

 農業集落排水事業特別会計 　     9,504万円   6.4％減

 簡易水道事業会計 　     9,693万円  13.2％増

　地方交付税地方交付税は、前年同額を計上しています。繰繰
入金入金は、ふるさと納税基金繰入金の増などにより
2,472 万円（6.1％）増額しています。町債町債は、ベ
ルパークちっぷべつ屋外遊戯場建設事業の減によ
り 3億 8,260 万円（66.3％）減額しています。寄寄
附金附金は、ふるさと納税の増を見込み 5,000 万円
（50.0％）増額しています。

　公債費公債費は、過去の町債の償還終了等により、3,170
万円（5.7％）減額しています。総務費総務費は、ベル
パークちっぷべつ屋外遊戯場建設の減等により 2
億 7,589 万円（45.6％）減額しています。土木費土木費は、
橋梁長寿命化や町道 1条路線舗装修繕の増等によ
り 1,846 万円（9.5％）増額しています。

歳出の主な増減

▲ ▲

３月に開かれた第１回町議

会定例会で、平成 30 年度

の一般会計及び特別会計の

予算が可決されましたので、

その概要をお知らせします。

一般会計予算額 28億2,835万円

歳入の主な増減

予算説明書

「なるほど・なっとくことしの仕事」

　　　発行終了のお知らせ

　平成11年度から毎年発行し
ておりました予算説明書「なる
ほど・なっとくことしの仕事」
は、今年から、広報誌や町ホー
ムページなどに集約し、必要な
情報をピックアップして皆さ
んにお知らせすることにいた
しましたので、ご理解をお願い
致します。

寄附金1.5億円

総務費
3.3億円
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   乳幼児等医療費助成　　　　　　 692 万円

高校生までの医療費の無料化を継続します。

   施設園芸用ハウス補助金　　　 　108 万円

施設園芸用ハウスの更新及び新規導入費用の一
部を補助します。

   ちっぷべつスタンプ会カード印刷機更新補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　230 万円

ポイントカード機器の更新に補助します。

   保養研修施設２号源泉揚湯設備

昨年度実施した温泉ボーリングで湧出した源泉
を利用するための配管等を整備します。

   町道１条路線舗装修

町道１条路線５丁目～６丁目間の舗装を修繕し
ます。

   長寿命化橋梁補修　　　　　   5,000 万円

2 橋の設計、2橋の修繕工事を行います。

   町営住宅長寿命化改修

中央西 A 団地 3 棟 12 戸の屋根張替、壁の塗装等
を行います。

   小・中学校学習支援員の配置　　 608 万円

学習支援員を継続して配置することにより、教
科担任等と連携して学力向上を図ります。

   小・中学校児童・生徒各種検定料交付金

                                    100 万円

町内小・中学校に在籍する児童・生徒に漢字、
英語、数学各検定の受験料を助成します。

   中学校校舎耐力度調査

築 41 年を迎え老朽化の進む中学校校舎の耐力度
調査を行います。

   図書館エアコン更新、照明改修 1,189 万円

図書館のエアコン更新と、照明のＬＥＤ化改修
を行います。

平成 30 年度 　 　　 ピックアップ

　　　　　　　　予算に関するお問い合わせ　　役場総務課総務グループ　電話 ３３－２１１１（内線35）

～今年度の予算について、主なものをお知らせします～

算予

新

新

新

新

新

新

新

   項目についている新は新規事業、拡は拡大事業です。

   入札を予定している事業等について、予算額を掲載していない場合があります。

新

▲
▲

拡

   インバウンド事業臨時職員の雇用 529 万円

タイの旅行関係者１名を雇用し、外国人観光客
を誘致します。

   移住モニター・動画制作

若手芸人による移住体験モニター動画を制作
し、本町のＰＲに活用します。

   定住促進賃貸住宅建設事業補助金 2,400万円

民間賃貸住宅の建設に補助します。

   新築住宅建設事業補助金　　　　 600 万円

住宅の新築に 100 万円、新婚・子育て世帯に 50
～ 150 万円上乗せして補助します。

   住宅用地取得補助金　　　　　　 200 万円

住宅用の土地購入に 100 万円を上限に助成しま
す。

   住宅リフォーム補助金　　　　 　700 万円

一般住宅を対象とした住宅リフォームに補助し
ます。

   新婚世帯・子育て支援家賃助成、引越し
   費用助成事業　　    　　　　　 300 万円

新婚・子育て世帯の家賃や、転入時の引越し費
用を助成します。

   障害者施設建設補助事業　　   2,000 万円

障害者グループホーム２号棟の建設に補助しま
す。

   宅配食事サービス　　  　 　　　148 万円

昼食・夕食の宅配食事サービスを民間に委託し、
費用の半額程度を助成します。

   タクシー助成 　　　　　　　　　480 万円

最大 9 割の助成が受けられるタクシーチケット
の交付枚数を 60 枚に拡大して実施します。

新

新

新

新

新

拡



広報ちっぷべつ

平成３０年４月

― 10 ―

　

３
月
５
日
、
深
川
地
区
消
防
組
合

消
防
本
部
で
消
防
協
力
者
表
彰
が
行

わ
れ
、
消
火
栓
周
辺
な
ど
の
除
雪
を

永
年
続
け
て
い
る
西
栄
町
内
会
が
表

彰
さ
れ
ま
し
た
。

　

西
栄
町
内
会
は
昭
和
53
年
頃
か
ら

現
在
ま
で
の
約
40
年
間
、
西
栄
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会
館
敷
地
内
の
消
火
栓

の
除
雪
を
行
っ
て
お
り
、
地
域
防
災

に
大
き
く
貢
献
さ
れ
て
い
る
と
し

て
、
須
見
淳
一
消
防
長
か
ら
表
彰
状

と
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

町
内
会
を
代
表
し
て
受
け
取
っ
た

吉
田
徹
町
内
会
長
は
、
同
日
、
役
場

を
訪
れ
受
賞
の
報
告
を
し
ま
し
た
。

秩
父
別
消
防
団
長

熊
田　

政
人 

さ
ん

消
防
庁
長
官
永
年
勤
続
功
労
章
受
章

　

昭
和
54
年
か
ら
永
き
に
わ
た
り
、

深
川
地
区
消
防
組
合
秩
父
別
消
防

団
員
と
し
て
地
域
の
消
防
活
動
並

び
に
防
災
の
発
展
向
上
に
ご
尽
力

さ
れ
た
と
し
て
、
秩
父
別
消
防
団
の

熊
田
政
人
さ
ん
が
消
防
庁
長
官
永
年

勤
続
功
労
章
を
受
章
し
、
３
月
26
日
、

役
場
庁
舎
で
神
薮
町
長
に
受
章
の
報

告
を
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
熊
田
さ
ん
は
、
４
月
１
日

に
秩
父
別
消
防
団
長
に
就
任
さ
れ
、

消
防
行
政
の
推
進
に
多
大
な
ご
尽
力

を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

消
防
協
力
者
表
彰

 

西
栄
町
内
会
が

　
　
　
　
　

表
彰
さ
れ
ま
し
た

多言語観光パンフレットが完成しました！！

　

町
国
際
交
流
推
進
委
員
会

主
催
に
よ
る
観
光
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
多
言
語
化
に
向
け
た

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
こ
の
た
び

完
了
し
、英
語
、中
国
語
（
簡

体
字
、
繁
体
字
）、
韓
国
語
、

タ
イ
語
、
ベ
ト
ナ
ム
語
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
語
の
７
言
語
で

マ
チ
の
魅
力
な
ど
を
紹
介
す

る
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
完

成
し
ま
し
た
。

　

こ
の
取
組
は
、
地
域
お
こ

し
協
力
隊
の
式
部
絢
子
さ

ん
（
写
真
）
が
中
心
と
な
り
、

町
民
と
留
学
生
が
交
流
を
深

め
な
が
ら
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
進
め
ま
し
た
。

　

昨
年
７
月
、
北
海
道
大
学

の
留
学
生
７
名
と
町
内
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
７
名
が
「
ロ
ー

ズ
ガ
ー
デ
ン
ち
っ
ぷ
べ
つ
」

や
「
キ
ッ
ズ
ス
ク
エ
ア
ち
っ

く
る
」
な
ど
を
巡
り
、
ま
ち

の
お
勧
め
ス
ポ
ッ
ト
な
ど
を

確
認
。
留
学
生
た
ち
は
、
約

２
カ
月
か
け
て
文
章
に
ま
と

め
ま
し
た
。

　

内
容
は
レ
ス
ト
ラ
ン
や
特

産
品
の
紹
介
を
は
じ
め
「
の

ど
か
な
風
景
は
日
本
ら
し

く
、
宮
崎
駿
監
督
の
映
画
の

よ
う
な
世
界
が
楽
し
め
る
」

と
い
っ
た
留
学
生
が
感
じ
た

感
想
な
ど
も
紹
介
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
は
Ｊ
Ｒ
札
幌
駅
の
北
海
道

さ
っ
ぽ
ろ
観
光
案
内
所
な
ど

で
配
布
さ
れ
る
ほ
か
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
観
光
情
報

コ
ー
ナ
ー
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

～町内の観光スポットや食の魅力などを７言語で紹介～～町内の観光スポットや食の魅力などを７言語で紹介～
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タクシー助成券タクシー助成券をを配付配付していますしています

１　【対象となる方】

　　秩父別町に住民登録している満 60 歳以上の方

　　※満 60 歳の誕生月の１日から対象になります。

２　【助成内容】 半額助成券 年間 24 回分　

１　【対象となる方】

　　秩父別町に住民登録している満 60 歳以上の方
　　※満 60 歳の誕生月の１日から対象になります。

２　【助成内容】 　助成券 年間 60 回分

３　【申請方法】

　・役場住民課にある申請書に必要事項を記入し、提出してください。【印鑑が必要です。】

　・本人が窓口で申請してください。（家族の方による代理申請もできます。）

　※入院中の方は、退院してから申請してください。

　　　　　　　　「秩父別温泉ちっぷ・ゆう＆ゆ」「秩父別温泉ちっぷ・ゆう＆ゆ」

入館料半額助成券入館料半額助成券をを配付配付していますしています

　　　　　タクシー助成券・「秩父別温泉ちっぷ・ゆう＆ゆ」入館料半額助成券のお問い合わせ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役場住民課住民福祉グループ　電話 ３３－２１１１（内線44・47）

平成30年度平成30年度

３　【申請方法】

　・役場住民課にある申請書に必要事項を記入し、提出してください。【印鑑が必要です。】

　・本人が窓口で申請してください。（家族の方による代理申請もできます。）

　※入院中の方は、退院してから申請してください。

誕生月 ４月 5月 6月 7月 8月 9月
枚数 24枚 22枚 20枚 18枚 16枚 14枚

誕生月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
枚数 12枚 10枚 8枚 6枚 4枚 2枚

・平成 30 年度の途中で満 60 歳になる方は、誕生月により枚数が異なり

 ます。

～年間60回分に拡大（12回分の増）～

・平成30年度の途中で満60歳になる方は、誕生月により枚数が異なります。
運賃

利用者
支払額

   　　～1,000円未満 １００円

 1,000円～2,000円未満 ２００円

 2,000円～3,000円未満 ３００円

誕生月 ４月 5月 6月 7月 8月 9月
枚数 60枚 55枚 50枚 45枚 40枚 35枚

誕生月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
枚数 30枚 25枚 20枚 15枚 10枚 5枚

　 高速るもい号を利用する町民を対象に、自宅からバス停（秩父別Ｉ C）のタクシー料金を全額助成する

   事業を行っています。詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

平成30年度平成30年度
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広報報ちっぷべつ

平成３０３ 年４月

均 等 割
【一人あたりの額】

５０,２０５円

所　得　割
【被保険者本人の所得に応じた額】

(平成 29年中の所得ー33万円)× 10.59％

１年間の保険料
【限度額 62 万円】

（100 円未満切り捨て）
＋ ＝

　保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所

得割額」の合計で計算します。

◆　保険料の計算方法（平成 30 年度）

●　年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

75
歳
以
上
の
方
と
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
65
歳
以
上
の
方
の
医
療
制
度

〜
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
〜

■均等割２割・５割軽減の範囲が見直しされました

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合
33万円＋（27万円×世帯の被保険者数） ５割軽減
33万円＋（49万円×世帯の被保険者数） ２割軽減▲

【平成 29 年度】

広報ちっぷべつ

平成３０年４月

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

33万円＋（ 27万5千円×世帯の被保険者数） ５割軽減

33万円＋（ 50万円×世帯の被保険者数） ２割軽減

【平成 30 年度から】

■所得割の軽減割合が見直しされました

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合
所得から33万円を引いた額が58万円以下の方 ２割軽減▲

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合
所得から33万円を引いた額が58万円以下の方 軽減なし

■被用者保険の被扶養者だった方の軽減割合が見直しされました

区　　分 所得割 軽減割合
被用者保険の被扶養者だった方 かかりません ７割軽減▲

区　　分 所得割 軽減割合
被用者保険の被扶養者だった方 かかりません ５割軽減

■１年間の保険料の賦課限度

　 額が見直しされました   
平成29年度

５７万円

▲

平成30年度

６２万円

【平成 29 年度】

【平成 30 年度から】

【平成 29 年度】

【平成 30 年度から】

 ●所得の状況により、均等割の軽減割合が９割、または8.5割に該当することがあります。
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療養病床以外に入院したときの食事療養標準負担額（食事代）に係る部分が、平成 30 年 4 月から

見直しされました。

◆北海道後期高齢者医療広域連合
　〒 060-0062 札幌市中央区南 2条西 14 丁目 国保会館６階

　 電話　０１１－２９０－５６０１

◆役場住民課住民福祉グループ
　電話　３３－２１１１（内線 46）

区　　　分
食事療養標準

負担額

現役並み所得・一般
１食につき

360 円
指定難病の医療受給者証を
お持ちの方

１食につき
260 円

住
民
税
非
課
税
世
帯

 区分Ⅱ

90日までの入院
１食につき

210 円

90日を超える入院
１食につき

160 円

 区分Ⅰ
１食につき

100 円

お問い合わせ先

■食事療養標準負担額の金額が見直しされました

区　　　分
食事療養標準

負担額

現役並み所得・一般
１食につき

460 円
指定難病の医療受給者証を
お持ちの方

１食につき
260 円

住
民
税
非
課
税
世
帯

 区分Ⅱ

90日までの入院
１食につき

210 円

90日を超える入院
１食につき

160 円

 区分Ⅰ
１食につき

100 円
▲

【平成 30 年３月まで】 【平成 30 年４月から】

療養病床に入院したときの生活療養標準負担額のうち居住費に係る部分が、平成 30 年 4 月から見

直しされました。

区　　　分
生活療養標準

負担額
（居住費部分）

以下のいずれにも該当しない方
（医療の必要性の低い方）

１日につき
370 円

 医療の必要性の高い方
（指定難病患者を除く）

１日につき
200 円

指定難病患者
１日につき

０円

老齢福祉年金受給者
１日につき

０円

■生活療養標準負担額の金額が見直しされました

【平成 30 年３月まで】

区　　　分
生活療養標準

負担額
（居住費部分）

以下のいずれにも該当しない方
（医療の必要性の低い方）

１日につき
370 円

 医療の必要性の高い方
（指定難病患者を除く）

１日につき
370円

指定難病患者
１日につき

０円

老齢福祉年金受給者
１日につき

０円

▲

【平成 30 年４月から】

■高額介護合算療養費制度の金額が見直しされます

区　　　分 現行 平成 30 年 8 月～

 現役並み所得者 67 万円

【課税所得 690 万円以上】212 万円

【課税所得 380 万円以上】141 万円

【課税所得 145 万円以上】67 万円（改正なし）

 一般 56 万円 56 万円（改正なし）

 住民税非課税世帯 区分Ⅱ 31 万円 31 万円（改正なし）

区分Ⅰ 19 万円 19 万円（改正なし）
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　①６５歳以上（第１号被保険者）の介護保険料が変わります
　　　　　　　　　　　～平成３０年４月から～　

  満 65歳以上の方が納める、平成 30年度から平成 32年度までの介護保険料が決定しました。

　介護サービスを利用した際に必要な費用は、利用者負担（1割または 2割）を除いて、国・北海道・

秩父別町が全体の 50％、40歳から 64歳までの第２号被保険者が 27％、65歳以上の第１号被保険者が

23％を負担します。

介護保険料・介護保険制度が変わります！！

広報ちっぷべつ

平成３０年４月

区分 対象者

第６期
【H27～ H29】

第７期第７期
【H30～ H32】【H30～ H32】

調整率
保険料
年額
(円)

調整率
保険料
年額(円)

第１

段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税
・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得
　金額の合計が 80 万円以下

 基準額×

　　0.45
25,800

 基準額×

　　0.45
29,700

第２

段階
 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得
 金額の合計が 80 万円超 120 万円以下

 基準額×

　　0.75
43,200

 基準額×

　　0.75
44,500

第３

段階
 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得
 金額の合計が 120 万円超

 基準額×

　　0.75
43,200

 基準額×

　　0.75
44,500

第４

段階

 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税
 非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80
 万円以下

 基準額×

　　0.9
51,800

 基準額×

　　0.9
53,400

第５

段階

 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税
 非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80
 万円超

 基準額×

　　1.0
57,600

 基準額×

　　1.0
59,400

第６

段階
 本人が住民税課税で、合計所得金額が 120 万円未満

 基準額×

　　1.2
69,000

 基準額×

　　1.2
71,200

第７

段階

 【第 6期】本人が住民税課税で、合計所得金額が 120 万
          円以上 190 万円未満
　　　　　　　　　▼
 【第 7期】本人が住民税課税で、合計所得金額が 120 万
          円以上 200 万円未満

 基準額×

　　1.3
74,800

 基準額×

　　1.3
77,200

第８

段階

 【第 6期】本人が住民税課税で、合計所得金額が 190 万
          円以上 290 万円未満
                  ▼
 【第 7期】本人が住民税課税で、合計所得金額が 200 万
          円以上 300 万円未満

 基準額×

　　1.5
86,400

 基準額×

　　1.5
89,100

第９

段階

 【第 6期】 本人が住民税課税で、合計所得金額が 290 万
          円以上
                  ▼
 【第 7期】本人が住民税課税で、合計所得金額が 300 万
          円以上

 基準額×

　　1.7
97,800

 基準額×

　　1.7
100,900

※今回の保険料は、前回と同じ９段階にして、所得に応じた保険料の負担設定を行っています。

※また、所得が低い方の介護保険料の軽減として、第１段階の方の調整率を「0.5→ 0.45」としています。
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　介護保険でサービスを利用した際の自己負担は現在 1割もしくは 2割（一定所得以上の方）ですが、

8月から現役並みの高い所得の方の自己負担が「2割→ 3割」になります。

※１　１か月間の介護サービスの自己負担の合計が、決められた限度額を超えたときには、後日利
      用者に超えた分を「高額介護サービス費」として支給します。

  平成 29 年 8 月から、住民税課税世帯の方の自己負担の限度額が「37,200 円→ 44,400 円」になっ

ていますが、自己負担が 1 割のみの世帯については、過度な負担とならないように、446,400 円

（37,200 円× 12 ヶ月）の年間の自己負担の上限額が設定されます。

　　　　　　　　　お問い合わせ　　役場住民課住民福祉グループ　電話 ３３－２１１１（内線45）

　②現役並み所得者の介護サービスの自己負担が３割に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～平成３０年８月から～　

自
己
負
担
の
限
度
額

《平成 29年７月まで》

《平成 29年８月から》

　３年間の時限措置として、住民

税課税世帯で自己負担が１割の

みの世帯については、446,400 円

（37,200 円× 12 ヶ月）の年間上限

額が設定され、年間の負担総額が

以前の自己負担の上限額を超えな

いような措置がとられます。

広報ちっぷべつ

平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成３０３０３０３０３０３０３０３０３０３０年４年４年４年４年４年４年４年４年４年４年 月月月月月月月月月月月

広報ちっぷべつ

平成３０年４月

２割

２割

１割

１割

１割

３割 ◆自己負担の判定
　 の流れ

　③高額介護サービス費※１の年間上限額の設定　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　                                       ～平成３０年８月から～

区　分 限度額（円）

 現役並み所得相当の方
 （同一世帯に、65 歳以上で課税所得 145 万円以上の方
  がいて、単身で収入が 383 万円以上、世帯内の 65 歳
  以上の方の収入の合計が 520 万円以上の場合）

44,400

 住民税課税世帯の方 37,200

 世帯全員
 が住民税
 非課税で

 前年の合計所得金額と課税
 年金収入額の合計が 80 万
 円を超える方

24,600

・老齢年金の受給者
・前年の合計所得金額と課
 税年金収入額の合計が 80
 万円以下の方

 （世帯）

　24,600
 （個人）

　15,000

生活保護受給者等 15,000

区　分 限度額（円）

 住民税課税世帯の方 44,400

平成 30 年 8 月から
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平平平成平成成成３３００年年年年４月月月月月月４年４年年年０３成成平平

国民健康保険の保険証が変わります

新しい被保険者証等に、「北海道」と表記されるようになります

　平成 30 年度からは北海道も国保運営を担うことになるため、平成 30 年度の一斉更新から、新

しい保険証等に「北海道」と表記されます。

　（保険証の交付は、これまでどおり、役場の住民課窓口で行います。道内市町村間で転出・転入

した場合、転入地の市町村で、新たな保険証が交付されます。）　

被保険者証と高齢受給者証が一体化します

　平成30年度の一斉更新から、70歳以上の被保険者の方には、保険証と高齢受給者証を１枚のカー

ドとして「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。

　※高齢受給者証を兼ねることになるので、１枚のみで受診できるようになります。

保険証の有効期限が変わります

有効期限は、原則毎年７月 31 日です。（平成 30 年度～）

　（ただし、更新日までに 75 歳の誕生日を迎える人などについては、有効期限が異なる場合があ

ります。）

　〇現在お手持ちの被保険者証や高齢受給者証は、平成 30 年４月以降も使用できます。
　　（ただし、有効期限まで）

　〇保険証の発行、紛失などの際は、役場住民課までお越しください。

平成３０年度からの新様式

国民健康保険被保険者証 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証

平成３０年度
から

　　　　　　　　　お問い合わせ　　役場住民課住民福祉グループ 電話 ３３－２１１１（内線46）

北 海 道

国民健康保険

被 保 険 者 証

記　　号

氏　　名

住　　所

生年月日

世帯主名

保険者番号

交付者名

有効期限

交付年月日

適用開始年月日

平成 XX 年 XX 月 XX 日

平成 XX 年 XX 月 XX 日

平成 XX 年 XX 月 XX 日

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ番  号

 秩 父  太 郎

平成 XX 年 XX 月 XX 日 性別 男

 秩 父  太 郎

 北海道雨竜郡秩父別町ＸＸＸＸ番地のＸ

Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ 印
秩 父 別 町

北 海 道

国民健康保険

被 保 険 者 証

記　　号

氏　　名

住　　所

生年月日

世帯主名

保険者番号

交付者名

有効期限

交付年月日

適用開始年月日

平成 XX 年 XX 月 XX 日

平成 XX 年 XX 月 XX 日

平成 XX 年 XX 月 XX 日

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ番  号

 秩 父  花 子

平成 XX 年 XX 月 XX 日 性別 女

 秩 父  太 郎

 北海道雨竜郡秩父別町ＸＸＸＸ番地のＸ

Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ 印
秩 父 別 町

発効期日 平成 XX 年 XX 月 XX 日

一部負担金の割合２割（特例措置により１割）兼高齢受給者証

【70 歳未満】 【70 歳～ 74 歳】
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元気確認 健診案内～自分の健康のために～

健診申込みの時期です！

住民健診 　　　　　　人間ドック（30 歳以上）

全部の検査を
受けても約２時間！

無料！
（町が全額助成）

日程が選べます！
結果がその日に
わかります！

午前
７～ 11 時

午後
13 ～ 14 時

春

 6/12(火) 一般の日
（男女可）
乳・子宮検査は× 13( 水 )

 14( 木 )
女性の日

すべての検査OK
女性の日

胃・歯科健診は× 15( 金 )

秋
10/18(木 )

一般の日
（男女可）
乳・子宮検査は×

女性の日
胃・歯科健診は×

  19( 金 )
女性の日

すべての検査 OK

【場所】　老人福祉センター

【料金】　各検診 無料
　　　　　　　町が全額負担しています

　　　　　　　全検査で　男性：約 22,000 円相当
　　　　　　　　　　　　女性：約 32,000 円相当〔 〔

★健康診断（30 歳以上）

　※年齢や加入している医療保険によって健診　
　　内容が異なります。

★がん検診　肺・胃・大腸（40 歳以上）
　　　　　　　 子宮・乳（20 歳以上）　
　　　　　　　　　前立腺（50 歳以上）

★その他検査　
　　　　　　　 エキノコックス検査　

　　　　　　　　　歯科健診・ピロリ菌検査
　　　　　　　　　肝炎検査

★基本検査
　内科系の一般検査（尿・血液検査・心電図等）
　胃・肺・大腸がん検査、視力・聴力検査、
　腹部エコー、呼吸器検査　など

★オプション検査　

　前立腺がん・子宮がん・乳がん検診、脳ドック
　肺ドック、骨粗鬆症検査、動脈硬化検査、ＢＮ
　Ｐ検査 (心臓の元気度 )、頸動脈エコーペプシ
　ノーゲン検査（胃の委縮度）、胃がんリスク検診、
　認知度スクリーニング検査　など

★日程
　平成30年4月から平成31年3月までの

　間で希望日を選ぶことができます。

【場所】（指定病院）

   ・深川市立病院 ・旭川赤十字病院
   ・旭川厚生病院 ・沼田厚生クリニック

【料金】自己負担
　　　　16,320 円～ 28,200 円
　　　　　 ※病院によって自己負担は異なります

　　　  町から一律15,000円を助成します。

【締切】住民健診・人間ドックのいずれも

４月２７日（金）まで

健診案内を個別通知しています。
健診申込書により申込みください。

脳の検診脳の検診

★日程★日程

【日程】 　７月２日（月）・３日（火）・４日（水）　　【場所】老人福祉センター

【定員】 　１００名（先着順です。定員になり次第締め切ります。）

【対象】 　30 歳以上（平成 27 年から平成 29 年の間に受診された方は対象外です。）【対象：４年に１回】

【自己負担】　２，５００円（検診費用 5,000 円のうち半額 2,500 円を町が負担）

　　　　　　　お問い合わせ　役場住民課保健指導グループ　
　　　　       電話 ：３３－２１１１（内線48・49） 　ＦＡＸ：３３－３４６６
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